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令和元年度第４回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和元年５月２１日 

                    担当部・課：生活環境部廃棄物対策課〔内線３３７５〕 

① 件  名 

特定一般廃棄物（汚染稲わら）処理業務の完了について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  平成２３年３月に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、本

市においても放射性物質で汚染された稲わらが発生した。 

これらは各農家の敷地内等に保管され各種作業に支障を来しており、また、汚染された稲わらは

保管後７年以上が経過していることから、腐敗による悪臭や火災の発生等周辺住民からの風評被害

が懸念されていた。 

このことから、平成３０年１０月から市内農家に保管されている汚染稲わらを石巻広域クリーン

センターにおいて一般廃棄物と混合して試験焼却を開始し、本年３月に焼却処理が終了し、４月 

１８日で埋立処理が完了した。 
 

【目的】 

  市内で保管されている汚染稲わらを焼却処理することで、保管する各農家の負担を解消するもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され

た放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成２３年法律第１１０号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２８年１１月 住民説明会等（計２１回実施） 

～平成３０年 ２月 

平成３０年 ８月 放射線に関する講演会開催（４８名参加） 

１０月 試験焼却開始 

    １１月 本焼却開始 

平成３１年 ３月 焼却処理終了 

      ４月 埋立処理終了 

⑤ 主な内容 

 市内１１戸で保管していた７１，３５６キログラム（当初計画６９，７９０キログラム）の稲わ

らを、石巻広域クリーンセンターにおいて一般廃棄物と混合して焼却処理した。 

  また、排出された焼却灰４２６，８５６キログラムについては、河南一般廃棄物最終処分場に搬

出、埋立処分し、全ての業務が完了した。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

  汚染稲わらの早期処分により、各農家の負担軽減と市民生活の不安が解消されるとともに、良好

な生活環境が保全される。 

【市財政への負担】 

  事 業 費：１９０，９０８千円 

  財源内訳：国庫補助金１／２、震災復興特別交付税１／２ 
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⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

  ８，０００㏃/kg 以下の農林業系廃棄物（稲わら、牧草、ほだ木）は、焼却処理予定の各広域圏

で実施される。 

  仙南圏：平成３０年３月から１１月まで試験焼却、令和元年５月から本焼却開始 

  黒川圏：平成３０年５月から１０月まで試験焼却 

大崎圏：平成３０年１０月から試験焼却実施中（本年７月終了予定） 

  仙台市：平成２７年度焼却実施済 

利府町：平成２６年度焼却実施済 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

週１回の空間放射線量の測定と月１回の放流水等の放射能濃度測定を実施し、測定結果については、

ホームページで公表する。 

⑨ その他 

石巻広域クリーンセンターと河南一般廃棄物最終処分場における空間放射線量のモニタリング結果

については、市内の一般環境値（レベル）と同等であり、最終処分場における放流水等の放射能濃度

測定結果についても、放射能は検出されていない。 

 


